令和８年度　北方領土青少年等現地視察事業　実施要領
１　趣旨

　　北方領土返還要求運動岩手県民会議（以下「県民会議」という。）が構成する青少年等現地視察団（以下「視察団」という。）を北方領土隣接地域に派遣し、北方領土を視察するとともに、元島民の体験談を伺う機会を提供することにより、北方領土問題を身近な問題として認識し、もって返還要求運動を継承することを目的として実施するものである。
２　実施主体

　　北方領土返還要求運動岩手県民会議

３　実施期間

　　令和８年８月６日（木）～８月９日（日）　３泊４日

４　視察地域及び視察コース

(1) 視察地域

　　　北方領土隣接地域（北海道根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町）

(2) 視察コース

　　　下記５(1)を必須とし、別に指定する旅行会社から企画提案されたコースに基づき、県民会議が決定したコースとする。

５　実施内容

(1) 隣接地域からの北方領土の視察、元島民による講話、啓発施設見学等
(2) 事前研修会
(3) 事業終了後、感想文の提出及び事後活動

６　対象者
(1) 参加対象の青少年は県内在学の中学生とし、７月25日（土）開催の事前学習会に参加できる者とする。また、引率者（県民会議事務局職員等）のほか、教育委員会関係者及び報道関係者についても原則参加する。
(2)青少年の定員は17名とし、定員を超える参加申込があった場合は、県民会議において選考する。
７　その他

(1) 本事業の実施にかかる費用は、県民会議が負担する。

(2) 青少年参加者は、事後活動として、学校行事や県民会議等が実施する各種大会等に参加し、本事業における体験を発表するなど北方領土問題の啓発に努めるものとする。
